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「福島県安心耐震サポート事業」

部分耐震改修工事に係る技術基準

（目的）

第１条 福島県安心耐震サポート事業実施要綱（以下「要綱」という ）第２条第１項第６。

号の規定に基づき、主たる居室に特化して補強又は改修を行う工事に係る技術基準（以下

「部分的耐震基準」という ）を以下のとおり定める。。

（用語の意義）

第２条 この基準において使用する用語の意義は、要綱に定めるもののほか、次のとおり

とする。

一 「主たる居室」とは、寝室や居間など滞在時間が長い居室で１階にある室をいう。

二 「部分評点」とは、第４条に定める計算方法により算出した、木造住宅の主たる居室

の耐震性の評価をいう。

三 「家具等」とは、タンス・食器棚等の家具類及び冷蔵庫等の電気製品等で、当該部分

の高さが主たる居室の床面から１．２メートル以上にあるものをいう。

四 「家具等の転倒防止措置」とは、地震による家具等の転倒を防止する工事をいう。

五 「改修」とは、第３条に規定する部分的耐震性能を有する木造住宅とするために行う

工事をいう。

（部分的耐震基準）

第３条 部分的耐震性能を有する木造住宅とは、次の各号に掲げる条件を満足するものとす

る。

一 主たる居室の部分評点が 以上であること1.5
二 改修を行う場合にあっては、改修後の上部構造評点が、改修前の上部構造評点を下回

らないこと

三 主たる居室において、家具等の転倒防止措置が施されていること

（部分評点の計算方法）

第４条 部分評点の計算方法は、以下のとおりとする。

一 主たる居室を構成する壁構面において囲まれた区画の各方向について、その区画部分

の床面積を対象として必要耐力及び保有する耐力、並びに次の式により部分評点を算出

し、その最小値を当該主たる居室の部分評点とする。ただし、連続した複数の室で主た

る居室とする場合は、これら複数の室を一として前段の規定を適用する。

部分評点＝必要耐力／保有する耐力

二 必要耐力及び保有する耐力の算定は、一般診断法の必要耐力及び保有する耐力の算定

における「各階」を「主たる居室」と読み替えて適用する。

、 （ ） ． 。三 前号の保有する耐力を算定する場合においては 劣化低減係数 Ｄ は１ ０とする

ただし、当該構面を構成する既存の壁（耐力を算定するものに限る 、柱、梁、土台。）

等の構造部材に、劣化がある場合は、必要な補修を行うこととする。

四 部分評点の計算は、以下の流れに沿って、別添『部分評点計算シート』により行うこ
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ととする。

ⅰ 部分評点を計算する主たる居室を設定する。

ⅱ 主たる居室の面積、耐震診断の条件から、主たる居室の『部分必要耐力』を算出す

る。

（ ） 『 』 。ⅲ 特定居室の壁要素 既存壁及び改修壁 の仕様から 部分保有耐力 を算出する

ⅳ 部分評点を算出する。

（適用範囲）

第５条 この基準は、福島県内に存する耐震診断の適用が可能な既存の木造住宅において、

適用する。

（その他）

第６条 その他必要な事項は、別途定めるものとする。

附 則

この基準は、平成２５年４月１日より適用する。



- 3 -

「部分的な耐震改修に係る技術基準」に基づく『部分評点』の計算方法

（計算の概要）

特定居室を構成する壁構面において囲まれた範囲を対象として、その部分の面積に応 じ

た地震に対する必要耐力及び、保有耐力を算出し、当該範囲における 方向及び 方向にX Y
おける部分評点を算出する。

（計算の条件）

１．必要耐力の算定は、耐震診断における一般診断法（精算法）に準じて行う。

２．耐震補強を行う構面の保有耐力の算定は、劣化低減係数（Ｄ）を とする。1.0
※この際、当該構面を構成する既存の柱、梁、土台等の構造部材に、劣化がある場

合は、必要な補修を行うこととする。

（計算の実施）

別添 『部分評点計算シート』による、

（計算の流れ）

１．部分評点を計算する特定居室を設定する。

２．特定居室の面積、耐震診断条件から、特定居室の『部分必要耐力』を算出する。

３．特定居室の壁要素（既存壁及び改修壁）の仕様から『部分保有耐力』を算出する。

４．部分評点を算出する。

部分評点＝『部分保有耐力』／『部分必要耐力』

（判定）

部分的耐震性能に必要な条件

1.5部分評点 ≧


